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運用報告書（全体版） 

三菱ＵＦＪ ＭＶ２０ 

 

 
 

第17期（決算日：2017年12月12日） 
 

 

 

 
受益者のみなさまへ 

 

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、お手持ちの「三菱ＵＦＪ ＭＶ２０」は、去

る12月12日に第17期の決算を行いました。ここに謹

んで運用状況をご報告申し上げます。 

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い

申し上げます。 

 

当ファンドの仕組みは次の通りです。 

商品分類 追加型投信／内外／資産複合 

信託期間 無期限（2000年12月20日設定） 

運用方針 
投資信託証券へ投資することにより、リスク
の軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図
ることを目標として運用を行います。 

主要運用対象 

以下の各投資信託証券を主要投資対象とし
ます。 
ラッセル・インベストメント日本株式ファンド
Ⅱ（適格機関投資家限定） 
ラッセル・インベストメント外国株式ファンド
Ⅱ（適格機関投資家限定） 
ラッセル・インベストメント日本債券ファンド
Ⅱ（適格機関投資家限定） 
ラッセル・インベストメント外国債券ファンド
Ⅱ Ａコース（為替ヘッジあり）（適格機関投資
家限定） 
ラッセル・インベストメント外国債券ファンド
Ⅱ Ｂコース（為替ヘッジなし）（適格機関投資
家限定） 

主な組入制限 

株式および外貨建資産への直接投資は行いま
せん。 
投資信託証券への投資割合には制限を設けま
せん。 

分配方針 

毎年１回決算（原則として12月12日。ただし、
12月12日が休業日の場合は翌営業日を決算日
とします。）を行い基準価額水準、市況動向等
を勘案して分配を行う方針です。ただし、分
配対象収益等が少額の場合には分配を行わな
いこともあります。 

※ 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。 
※ 公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュ

ニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。 
詳しくは販売会社にお問い合わせください。 
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三菱ＵＦＪ ＭＶ２０

本資料 の表記にあたって  

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合
計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。 

・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。 

 

○最近５期の運用実績 
 

決 算 期 
基 準 価 額 ベ ン チ マ ー ク 投 資 信 託 

証   券 
組 入 比 率 

純 資 産 
総 額 (分配落) 

税 込 み 
分 配 金 

期 中 
騰 落 率 

 
期 中 
騰 落 率 

 円 円 ％  ％ ％ 百万円 

13期(2013年12月12日) 11,043 500 11.1 14,230 12.3 99.2 3,279 

14期(2014年12月12日) 11,453 350 6.9 15,434 8.5 98.3 3,105 

15期(2015年12月14日) 11,565 100 1.9 15,936 3.3 98.3 2,531 

16期(2016年12月12日) 11,705 100 2.1 16,216 1.8 99.1 2,507 

17期(2017年12月12日) 11,964 250 4.3 17,034 5.0 98.9 2,471 
 

（注） 基準価額の騰落率は分配金込み。 

（注） 当ファンドのベンチマークは、配当込みＴＯＰＩＸ15％、ＭＳＣＩコクサイ インデックス（除く日本 円換算ベース）５％、ＮＯＭＵＲＡ－

ＢＰＩ総合指数（短期金融資産（有担保コール翌日物）１％を含む）40％、シティ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー

ス）35％、シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）５％を合成した指数です。 

（注） 外国の指数は基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。 
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三菱ＵＦＪ ＭＶ２０

○当期中の基準価額と市況等の推移 

年 月 日 
基 準 価 額 ベ ン チ マ ー ク 投 資 信 託 

証   券 
組 入 比 率  騰 落 率  騰 落 率 

(期  首) 円 ％  ％ ％ 

2016年12月12日 11,705 － 16,216 － 99.1 

12月末 11,720 0.1 16,274 0.4 98.8 

2017年１月末 11,695 △0.1 16,195 △0.1 98.8 

２月末 11,742 0.3 16,268 0.3 98.9 

３月末 11,736 0.3 16,270 0.3 98.9 

４月末 11,779 0.6 16,348 0.8 99.0 

５月末 11,845 1.2 16,458 1.5 98.9 

６月末 11,906 1.7 16,549 2.1 98.5 

７月末 11,899 1.7 16,533 2.0 98.9 

８月末 11,930 1.9 16,599 2.4 99.0 

９月末 12,017 2.7 16,693 2.9 98.9 

10月末 12,122 3.6 16,885 4.1 99.0 

11月末 12,161 3.9 16,939 4.5 98.9 

(期  末)      

2017年12月12日 12,214 4.3 17,034 5.0 98.9 
 

（注） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。 
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三菱ＵＦＪ ＭＶ２０

○１万口当たりの費用明細 (2016年12月13日～2017年12月12日) 

項 目 
当 期 

項 目 の 概 要 
金 額 比 率 

  円 ％  

（a） 信 託 報 酬 90  0.756  (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率× 
           （期中の日数÷年間日数） 

 （ 投 信 会 社 ） (33)  (0.281)  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書 
等の作成等の対価 

 （ 販 売 会 社 ） (54)  (0.453)  交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等 
の対価 

 （ 受 託 会 社 ） ( 3)  (0.022)  ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 

 合 計 90   0.756    

期中の平均基準価額は、11,879円です。  

 
（注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結

果です。 

（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 

（注） 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。 

（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに

小数第３位未満は四捨五入してあります。 

 

○売買及び取引の状況 (2016年12月13日～2017年12月12日) 

 

 

銘 柄 
買 付 売 付 

口 数 金 額 口 数 金 額 

国 

内 

 千口 千円 千口 千円  
ラッセル・インベストメント日本債券ファンドⅡ 
（適格機関投資家限定） 

59,235 76,000 62,320 80,000  

ラッセル・インベストメント日本株式ファンドⅡ 
（適格機関投資家限定） 

9,053 16,000 59,419 111,000  

ラッセル・インベストメント外国債券ファンドⅡ  
Ａコース（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限定） 

36,065 56,000 53,333 83,000  

ラッセル・インベストメント外国株式ファンドⅡ 
（適格機関投資家限定） 

2,994 7,000 15,236 36,000  

ラッセル・インベストメント外国債券ファンドⅡ  
Ｂコース（為替ヘッジなし）（適格機関投資家限定） 

1,641 4,000 6,022 15,000  

合 計 108,991 159,000 196,332 325,000  
 

（注） 金額は受渡代金。 

  

投資信託証券 
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三菱ＵＦＪ ＭＶ２０

○利害関係人との取引状況等 (2016年12月13日～2017年12月12日) 

 

区       分 
買付額等 

Ａ 

  
売付額等 

Ｃ 

  

うち利害関係人
との取引状況Ｂ 

Ｂ
Ａ

 

うち利害関係人
との取引状況Ｄ 

Ｄ
Ｃ

 

 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 
投資信託証券 159 159 100.0 325 325 100.0 

 
 
 
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱
ＵＦＪ信託銀行です。 

 

○組入資産の明細 (2017年12月12日現在) 

 

銘 柄 
期首(前期末) 当 期 末 

口 数 口 数 評 価 額 比 率 

 千口 千口 千円 ％ 
ラッセル・インベストメント日本債券ファンドⅡ 
（適格機関投資家限定） 

750,987 747,902 960,456 38.9 

ラッセル・インベストメント日本株式ファンドⅡ 
（適格機関投資家限定） 

228,082 177,716 373,399 15.1 

ラッセル・インベストメント外国債券ファンドⅡ  
Ａコース（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限定） 

568,805 551,537 863,211 34.9 

ラッセル・インベストメント外国株式ファンドⅡ 
（適格機関投資家限定） 

59,617 47,375 124,413 5.0 

ラッセル・インベストメント外国債券ファンドⅡ  
Ｂコース（為替ヘッジなし）（適格機関投資家限定） 

52,502 48,121 123,080 5.0 

合 計 1,659,995 1,572,654 2,444,562 98.9 
 

（注） 比率は三菱ＵＦＪ ＭＶ２０の純資産総額に対する比率。 

 

○投資信託財産の構成 (2017年12月12日現在) 

項 目 
当 期 末 

評 価 額 比 率 

 千円 ％ 

投資信託受益証券 2,444,562 96.5 

コール・ローン等、その他 88,709 3.5 

投資信託財産総額 2,533,271 100.0 
 
 
 

  

利害関係人との取引状況 
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三菱ＵＦＪ ＭＶ２０

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2017年12月12日現在) 

項 目 当 期 末 

  円 

(A) 資産 2,533,271,784   

 コール・ローン等 88,709,529   

 投資信託受益証券(評価額) 2,444,562,255   

(B) 負債 61,611,443   

 未払収益分配金 51,648,318   

 未払解約金 431,360   

 未払信託報酬 9,531,650   

 未払利息 115   

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 2,471,660,341   

 元本 2,065,932,753   

 次期繰越損益金 405,727,588   

(D) 受益権総口数 2,065,932,753口 

 １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 11,964円 

 
＜注記事項＞ 

①期首元本額 2,142,276,607円 

期中追加設定元本額 159,305,488円 

期中一部解約元本額 235,649,342円 

また、１口当たり純資産額は、期末1.1964円です。 
 

○損益の状況 (2016年12月13日～2017年12月12日) 

項 目 当 期 

  円 

(A) 配当等収益 △     14,909   

 受取利息 302   

 支払利息 △     15,211   

(B) 有価証券売買損益 121,262,471   

 売買益 126,726,776   

 売買損 △  5,464,305   

(C) 信託報酬等 △ 18,954,803   

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 102,292,759   

(E) 前期繰越損益金 231,207,469   

(F) 追加信託差損益金 123,875,678   

 (配当等相当額) (  110,281,499)  

 (売買損益相当額) (   13,594,179)  

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 457,375,906   

(H) 収益分配金 △ 51,648,318   

 次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) 405,727,588   

 追加信託差損益金 123,875,678   

 (配当等相当額) (  110,281,499)  

 (売買損益相当額) (   13,594,179)  

 分配準備積立金 281,866,819   

 繰越損益金 △     14,909   
 

（注） (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて

表示しています。 

（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設

定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 
 

②分配金の計算過程 

項 目 
2016年12月13日～ 
2017年12月12日 

費用控除後の配当等収益額 －円 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 102,301,319円 

収益調整金額 123,860,769円 

分配準備積立金額 231,213,818円 

当ファンドの分配対象収益額 457,375,906円 

１万口当たり収益分配対象額 2,213円 

１万口当たり分配金額 250円 

収益分配金金額 51,648,318円 
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○分配金のお知らせ  

１万口当たり分配金（税込み） 250円 
 
◆分配金は決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。 

◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、2017年12月12日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◆課税上の取り扱い 

・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金

（特別分配金）」に分かれます。 

・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、

下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。 

・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額

が、その後の個々の受益者の個別元本となります。 

・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315％（所得税15％、復興

特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することも

できます。 

 

※法人受益者に対する課税は異なります。 

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。 

※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所

得が一定期間非課税となります。 

 

＊三菱ＵＦＪ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社に

お問い合わせいただくか、当社ホームページ（http://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。 

 
［ お 知 ら せ ］ 

①投資先ファンドである「ラッセル・インベストメント日本株式ファンドⅡ（適格機関投資家限定）」、「ラッセル・インベストメント外国株

式ファンドⅡ（適格機関投資家限定）」において投資先マザーファンドの受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合を信託財産の純資

産総額の５％以内とする投資制限について、リートへの実質投資分を含まないこととする約款変更が行われました。 

（2017年９月12日） 

②投資先マザーファンドである「ラッセル・インベストメント日本株式マザーファンド」、「ラッセル・インベストメント外国株式マザーファ

ンド」において投資信託証券への投資割合を信託財産の純資産総額の５％以内とする投資制限について、リートへの投資分を含まないこ

ととする約款変更が2018年１月18日に行われる予定です。 

③2014年１月１日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15％に2.1％の率を乗じた復興

特別所得税が付加され、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％（法人受益者は15.315％の源泉徴収が行われます。））

の税率が適用されます。 
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